
区 民 福 祉 委 員 会 

平成３０年６月２１日 

墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一

部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （指定地域密着型サービス事業等の申請者

の資格） 

第６条 法第７８条の２第４項第１号の条例

で定める者は、法人又は病床を有する診療

所を開設している者（複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係

る指定の申請を行う場合に限る。）とする。 

２ 法第１１５条の１２第２項第１号の条例

で定める者は、法人とする。 

 （区域外にある事業所に係る指定基準の特

例） 

第１０条 法第７８条の２第１項又は法第１

１５条の１２第１項の申請に係る事業所が

墨田区の区域の外にある場合は、法第４２

条の２第１項本文又は法第５４条の２第１

項本文の指定は、当該事業所が所在する市

町村（特別区を含む。）の定める基準を墨

田区の基準とみなして行うことができる。 

 〔同左〕 

 

第６条 法第７８条の２第４項第１号及び法

第１１５条の１２第２項第１号の条例で定

める者は、法人とする。 

 

 

  〔新設〕 

 

 〔同左〕 

 

第１０条 法７８条の２第１項又は法第１１

５条の１２第１項の申請に係る事業所が墨

田区の区域の外にある場合は、法第４２条

の２第１項本文又は法第５４条の２第１項

本文の指定は、当該事業所が所在する市町

村（特別区を含む。）の定める基準を墨田

区の基準とみなして行うことができる。 
  

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


